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伝　達　状

タイ王国生産統計開発計画調査（フェーズ 2）の最終報告書を提出致します。本報告書

は、当プロジェクトを通じて開発されたタイ国の生産動態統計調査とそれを基に作成され

る生産指数の考え方、およびこれら生産統計のさらなる発展のための提言から構成されて

います。

当プロジェクトでは、フェーズ 1 の成果を踏まえ、生産動態統計調査実施のための手順、

審査・分析の方法、指数の開発、公表の手続き、継続的な実施のための組織づくりなどに

関する提言と指導を行うとともに、統計処理のためのプログラム開発を行い、データ処理

の体制を整えました。また、業務に必要な各種マニュアルを作成し、日々の業務や数多く

のワークショップを通じて、技術移転をおこないました。

その結果、2000 年 5 月から、タイ国で工業生産指数が、毎月、公表できるようになりま

した。この工業生産指数は、総合指数のみならず、業種別指数、さらには品目別指数が公

表されていることから、個別的な産業動向についても把握が可能となっています。また、

生産のみならず、出荷、在庫、在庫率が公表されることから、在庫循環による景気変動を

把握することもできます。これらは、国際標準産業分類をベースとしているため、国際的

な比較も容易です。指数は当該月末の 6 週間後に公表されることから、足下の景気動向が

把握できる高い速報性を有した経済指標といえます。これら指数は、月次レポート（冊

子）と工業省のホームページで、タイ語・英語双方で公表されていることから、国内外の

注目を集めております。

信頼性のある工業生産指数が迅速に公表されるようになったことは、経済政策、産業政

策、調査研究、ビジネスプラン、投資などに携わるユーザーにとって、画期的なことです。

タイ経済が回復局面にある今日、工業生産指数は、官民学界からますます需要が高まるも

のと思われます。タイ工業省にとって、工業生産指数の公表を継続するとともに、公表対

象業種の拡大や生産動態統計調査の実数値の公表などの課題に取り組むことが重要となっ

ています。すでに 2 名の JICA 長期専門家が派遣され、技術移転が進められておりますが、

業務は漸く軌道にのった段階であることから、さらに継続的な支援が効果的であると考え

ます。
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序　章

本報告書は、「タイ国生産統計開発計画調査（フェーズ 2）」のファイナル・レポートである。

本レポートは 1998 年 7 月から 1999 年 6 月までのフェーズ 1 の結果を踏まえて、国際協力事業

団が派遣した調査団が実施した、3 次にわたる現地調査に基づいて、タイ工業省の工業経済局

（OIE）からの協力を得て作成された。

本調査は、OIE と国際協力事業団（JICA）が 1999 年 2 月 17 日に締結した Minutes of Meeting

に沿って、1999 年 7 月に開始された。

1 調査の背景

工業生産、出荷、在庫の状況を表す生産統計は、直近の景気の動向を判断する上で

重要な経済データであり、政府にとって産業政策のみならず、マクロ経済政策を立案

するために不可欠な指標である。また、企業の生産計画や内外投資家の投資の判断材

料として、広く活用されている。生産統計が有効なものであるためには、信憑性、速

報性が不可欠であるが、更に今日の経済の国際化に伴い、国際比較可能なものが求め

られている。

タイ国においても、政府の経済・産業政策立案、産業振興、海外投資の導入等に寄

与する生産統計の整備は、急務の課題となっており、1997 年 6 月タイ側から日本側に

対し、生産統計分野に係る協力の要請が口頭にてなされ、同年 9 月にプロジェクト形

成調査団を派遣した。同国政府は日本側に対して、生産統計開発計画の正式要請書を

提出した。1998 年 3 月、JICA は事前調査団を派遣し、「タイ生産統計開発計画調査」

（以下「フェーズ 1」と称す）の実施に関し、タイ工業省工業経済局（Ministry of Industry,

Office of Industrial Economics）と実施細則（Scope of Works : S/W）を締結した。フェー

ズ 1 は、1998 年 7 月に始まり、1999 年 5 月にドラフト・ファイナル・レポート説明、

同 6 月にファイナル・レポートを提出して終了した。

フェーズ 1 からフェーズ 2 への速やかな移行のために、1999 年 2 月、JICA は、フェ

ーズ 2 の予備調査団を派遣し、フェーズ 2 の内容について、タイ側と協議を行い、Scope

of Works の合意事項を内容とする協議議事録（Minuets of Meeting : M/M）の署名を行っ

た。
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2 調査の目的

本調査はタイ国生産統計開発計画調査（フェーズ 1）の結果を踏まえ、次の 3 点を行

うことを目的として実施された。

(1) コンピュータシステムの開発を行う。

(2) 生産動態統計調査実施（企画設計、実査、データ解析、公表）、各種指数、

コンピュータシステム運用についての提言を行う。

(3) 開発調査の実施を通じて、カウンターパートに対して技術移転を行い、カウ

ンターパートの能力向上を図る。

3 調査の範囲

調査の対象地域はタイ国全国である。

調査の範囲は、生産動態統計調査の対象業種・事業所の拡大、審査・分析、月次指

数（Preliminary Indicators）の作成・公表、コンピューターシステムの開発、職員への

技術移転である。

4 作業日程

本調査の実施期間は、1999 年 7 月から 2000 年 7 月までの 13 ヶ月間である。作業日

程は図 1 のとおりである。

5 ワークショップ、セミナー

第 1 次および第 2 次の現地調査では、日本の通産省の職員及び調査団のメンバーに

より以下のワークショップが開催された。
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技術移転のためのワークショップ等

年月 テーマ 講師（敬称略） 対象者

1999 年

7 月

Major Steps of Analyzing Industrial

“Current survey of Production” and

Indices of Industrial Production (IIP)

太田 博親（通商産業省

調査統計部 企画・国際

室 国際統計班長）

IIC スタッフ

同上 The “Weight” for Index Integration 五十嵐  義明（調査団

員）

IIC の指数セ

クション

8 月 Toward Disseminating the Industrial

Statistics of the Core 9 Industries

同上 IIC スタッフ

同上 Schedule of Transition for the New

System

丸山 智規（調査団員） 同上

12 月 Simulated System Operation Using

“New System Operation Manual” (role

playing method)

同上 同上

2000 年

2～3 月

Training Course for the System

Operation

丸山 智規（調査団員）

柴本 賢一（調査団員）

同上

3 月 · Major Steps of Analyzing Indices of

Industrial Production/IIP

· Decomposing the Factors of Change

間中 和彦（通商産業省

調査統計部 企画・国際

室 企画調整係長）

同上

第 3 次現地調査期間中に、10 業種 49 品目による工業生産指数が月次レポート及びイ

ンターネットで毎月公表できるようになった成果を一般に周知し、その活用を促進す

ることと、今後の統計整備のために政府機関及び民間企業への協力を呼びかけること

を目的として統計セミナーを開催した。セミナーの内容は以下のとおりである。

タイトル： Publication and Usefulness of the MOI’s Industrial Indices

日 時 ： 2000 年 6月 21 日（水）9:00 - 12:30（バンコク市内 Siam City Hotel）

参加者 ： 主催者、招待者で約 170 名

パート 1： 森本勝 JICA タイ事務所長、アヌソーン工業省工業経済局次長、ウィチ

チャイ工業省副大臣挨拶
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協力企業に対する大臣表彰式

吉田高明 通商産業省調査統計部長の特別講演（Aiming the Complication

of IIP throughout Asia）

パート 2： パネルディスカッション “Publication and Usefulness of the MOI’s

Industrial Indices”

基調報告は黒川調査団長、パネリストは学識経験者 5 名（スパット タ

マサート大教授、チャラライ 中央銀行経済調査局次長、ビラサク タイ

工業連盟理事兼マハナコ－ン工科大学副学長、ジラワン 国家統計局経

済統計課長、ニミット バンコク銀行調査局長）、司会はニポン TDRI 副

所長。

Q&Aの答弁者はIIC及び調査団員の計5名（アーサー IIC課長、アナン IIC

実査班長、佐藤団員、丸山団員、五十嵐団員）。



Fig.1 TIME TABLE OF THE STUDY

June July August September October November December January February March April May June July

1.
Preparatory work in
Japan

2. First field survey

3. First home work

4. Second field surey

5. Second homework

6. Third field survey

7. Third home work

Submission of Report

<Note>

IC/R: Inception Report, IT/R: Interim Report, P/R: Progress Report, DF/R: Draft Final Report, F/R: Final Report

1999 2000

month

Year

Task

IC/R DF/R F/RIT/R P/R
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第 1 章  生産動態統計の改善計画

本章では対象業種及び事業所の範囲拡大と、信頼性の高い統計・指数を適時公表するための生産

動態統計調査の改善への提言を示す。また、月次調査を継続的に実施していくために関連する予算、

法制・組織等についても提言する。

1.1 調査対象業種と調査対象事業所の拡大

1.1.1 拡大の手順

1999 年 1 月に開始された生産動態統計調査は、表 1.1.1 に従って拡大することとし、2000

年 6 月現在、第 2 段階まで拡大されている。

表 1.1.1  Three Stages for the Current Survey of Production

Stages Establishments/sectors/coverage Start of the survey

1st stage - 377 establishments
- The core 10 industries
- Coverage = 30%

January 1999

2nd stage - 1,266 establishments
- 34 industries
- Coverage = 70%

November 1999

3rd stage - 2,200 establishments
- 63 industries
- Coverage = over 80%

Not yet started

毎月、段階的に対象業種数や事業所数を拡大することは、IDSS の職員に拡大作業に伴

う継続的な負担を課すことになるため、表 1.1.1 のとおり、3 段階で拡大を行うことが適

当である。

第 1 段階は、90%程度という高い回収率を維持している。その要因は、調査開始の 3 ヶ

月間調査員を雇用し、各事業所に対して詳しい説明を行い、協力を求めたことによるもの

である。調査はその後、メールに切り替えられたが、引き続き高回収率が維持できている。

第 2 段階の回収率は 30%未満である。これは、調査開始時に調査員の雇用を行わず、

各事業所に対しても説明を行うことなくメール調査から開始したことによるものと思われ
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る。当面は、調査員を雇用して第 2 段階の回収率を 80%程度まで引き上げることが必要

となる。同時に IDSS の審査要員の増強が必要である。

従って、第 3 段階はまだ開始されていない。第 3 段階への拡大については、第 2 段階の

高回収率が確保でき、実施可能な予算確保や人材育成がなされた後とすべきである。（詳

細は「1.1.7.1 参照」）。

1.1.2 調査対象業種の選定

第 1 段階では業種選定は 2 つのステップで行った。まず、各種経済データから見た主要

業種の選別を行い、次に、それら候補業種について、政策面からの重要度を考慮して最終

的に対象業種を絞り込んだ。業種分類は当初、Thailand Standard Industrial Classification

（TSIC）の 5 桁コード（148 業種）に基づき選定を進めた。これは既存のデータでは

International Standard Industrial Classification（ISIC）分類によるものが極めて限られており、

具体的に業種の選定が不可能なためであった。しかし、第 1 に、タイ国内では現在、TSIC

から ISIC への転換が行われている最中であり（労働福祉省が所轄官庁として作業を進め

ている）、工業省としても ISIC 分類の早期導入を目指している。第 2 に統計の国際比較

の観点からも ISIC 分類が望ましい。このため、本統計調査においては、TSIC コードで選

定した業種に対応させて ISIC コードを用いることとした（TSIC 5 桁コードの分類が ISIC 4

桁コードに対応している）。

この業種選定作業の後、IDSS は TSIC を ISIC に置きかえる対照表を作成した。調査団

はこの対照表を活用して第 2 段階への拡大の業種選定作業を行った。

選定の主要な基準と選定の流れを以下に示す。ISIC 4 桁業種の選定を先ず行い、引き続

き商品・商品群を選定し、最後に事業所の選定を行った(Chart 1.1.1)。

第 1 ステップ

(1) NSO の 1997 年工業センサス

第 1 段階で使用した GDP 統計の業種区分は TSIC 3 桁の大分類を使用している。今回は

NSO の ISIC による 1997 年工業センサスが利用出来るようになったので、ISIC 4 桁業種

の GDP 構成比をランキングし、業種選定し、第 2 段階として 24 業種を追加して、合計 34

業種とした（表 1.1.1）。
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(2) 輸出統計からの主要品目選定

主要品目選定の目安として輸出統計を参考として活用した。タイにおける輸出統計の分

類は HS コードを用いている。これを無理に TSIC 分類と照合すれば、4 桁コード（Group）

ないしは 5 桁（Industry）、あるいは、それより細かい分類となる（すなわち個々の

Commodities レベルにまで分類される）。従って TSIC コードでの Industry 分類レベルと

マッチさせることがほとんど不可能なため、輸出統計については上位品目の確認だけを行

い、それがどの Industry（TSIC 5 桁）の中に含まれるのかを見た上で、業種選択の参考指

標として活用した（表 1.1.3）。
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第 2 ステップ

(1) ワーキンググループが用意した業種・品目候補

工業省による生産動態統計の本格的実施準備のため、IIC、Division 2、BOT、NSO 及び

NESDBの代表で構成されるワーキンググループが設けられた。このグループがOIEとBOT

が発表していた工業生産指数の採用品目を考慮しつつ、生産動態統計に入れるべき業種・

品目を選定した。

(2) 従前の四半期調査で生産指数に採用されていた製品

このチェックは以前の調査の段階で終了しおり、製品のリストは事業所数、生産額、従

業員数でランク付けされた。第一段階で TSIC 5 桁分類に基づく製品に、四半期調査での

製品が追加された。これは従前 IIC と調査客体とが良好な関係にあり、高い回収率に結び

つく可能性があると推測したためである。IIC の四半期調査は 1999 年中に生産動態統計

調査へ置き換えられることになっている。

BOT は月次の工業調査を中止する意向であり、IIC は BOT のカバーする品目も引き継

いだ調査となった。

(3) 構造調整対象の 13 業種との照合

タイ政府は 1997 年に発生したタイの経済危機後、工業省が中心となって国内工業の構

造調整を図ろうとしていた。具体的には産業政策的に重要な 13 業種を指定し（表 1.1.3）、

業種毎のリストラ策を実施する予定であった。しかしながら、13 業種の構成を見ると比

較的伝統的な業種で、付加価値生産額も低い業種が多い。第 1 段階ではこのうちの 7 業種

を実施した。また、長期的目標である第 3 段階になると NESDB の GDP ランキングでは

下位でも、全ての構造調整対象業種が含まれることになる。なお、宝石・装飾は GDP ラ

ンキングの上位にあるが、データ収集に時間と手間がかかるため 63 業種から除いた。
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表 1.1.4  構造調整対象 13 業種

・ Food

・ Weaving and clothing

・ Shoe and leather

・ Wood products and furniture

・ Medicine and chemical

・ Rubber latex and rubber products

・ Plastic products

・ Ceramic and glass

・ Electric appliance and electronic

・ Motor vehicles and spares

・ Gem and decoration

・ Iron and steel

・ Petrochemical

Source : MOI

以上のような手順、各種関係指標を基に調査団として対象候補業種を選定し、最終的に

はタイ側カウンターパートの合意を得て、34 業種を拡大調査の対象業種とした。ちなみ

に、これら 34 業種の GDP カバー率は約 70％となる。

本来、工業統計として公表するには製造業全体、あるいは各業種の中の品目と事業所数

でのカバレッジが問題となる。しかし、第 1 段階では、業種（あるいは事業所）のカバレ

ッジという点において十分に対応することは不可能であったことから、あくまで調査対象

業種は今後継続される工業省の生産動態統計の前段部分としてタイの製造業において重要

な業種をまず選んでいる。今後、これらを含めた形で業種の展開が図られ、最終的には製

造業のほぼ全業種をカバーすることが予定されている。
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1.1.3 調査項目と調査票

(1) 調査票の構成

調査票は原則、A4 サイズの 1 枚票とし、業種別（ISIC 4 桁ベース分類）に作り分けて

いるが、具体的な品目（群）名を事前に調査票に印刷し、一業種で調査対象とすべき品目

が多い場合は同一業種コード下で複数の調査票を作成した。調査項目は大別して 5 項目に

分類できる。調査項目は先にタイ側ワーキンググループ（IIC、NESDB、BOT の代表者よ

り構成）が策定したものをベースとし、これに調査団側の意見を加えて若干の改良を行っ

た。また、調査項目の構成は生産動態統計として最低限おさえるべき項目を盛り込みなが

らも、質問項目を極力少なくし、回答のし易さを意識した作りとなっている。第 1 段階の

経験に基づき調査票の構成は多少改善した。

調査項目は業種に拘わらず、どの調査票も次のような構成からなる：

1) 基本的フェイス

① 事業所の名称及び所在地

② 業種

2) 製品（数量）

③ 製造品目

④ 製造品目別生産高

⑤ 製造品目別出荷高（対社内、国内、輸出）

⑥ 製造品目別在庫

⑦ 製造品目別生産能力

3) 製品（金額）

⑧ 製造品目別販売額

⑨ 受注額

⑩ 販売計画（翌月）

4) 労働

⑪ 従業者数

⑫ 平均労働時間（1 人 1 日当たり）

⑬ 平均就労日数（1 人 1 月当たり）

5) 原材料

⑭ 主要原材料月末在庫（数量、金額）
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6) 景況概観

⑮ 業況判断（当月、翌月予想）

第 2 段階の 34 業種に対して 57 の調査票を用意した。IDSS の提案により報告者に対す

る説明は、調査票に記載している簡単なものにとどめ、記入マニュアルによる詳細な説明

は省いた。調査票を先ず配布し、事業所側からの質問・反応を集積して、後日記入マニュ

アルを作成することにしたものである。1999 年 11 月の時点では拡大のみを急いだため調

査員雇用ができず、事前の事業所訪問ができなかった。調査員調査への切り替えに伴い、

調査員の訓練と平行して現時点までの質問・苦情を反映した記入マニュアルにすることが

必要である。

Annex 1 に 57 の調査票が示してある。調査票の作成に当たっては日本の通商産業省が

実施している月次生産動態統計の調査票を参考にした為、全体としてはほぼそれに近い内

容となっている。しかし「前月までの受注残額」や「景気概観」の質問項目はタイ側ワー

キンググループからの強い要請により、追加設定されたものである。「製品出荷額」、「受

注額」については回答者がどの程度答えるかは疑問であるとの指摘も一部にあったが、先

行きをより早く把握すること、NESDB などの政府機関が統計の二次加工をする場合に金

額でのデータが不可欠であることなどから、調査項目として残すこととなった。また、回

答者および事業経営者側にタイ語が読めない外国人が含まれる事が予想されるため、調査

票は表面がタイ語、裏面が英語での表示とした。

(2) 調査対象品目

調査対象品目は選定された業種それぞれにおいて、調査対象として取り上げるべき主要

品目名を特定したものである。調査団は様々な断片的品目データを参考とし、さらに OIE

の業種別政策を担当する Industrial Economics Study Division 2 の各担当者あるいは Thailand

Textile Institute 等の研究機関にヒヤリングを行い、最終的に対象とすべき品目（群）を決

定した。なお、品目リストの末尾には「その他」項目を配置し、主要品目の抜けがないか

をチェックすることとした。34 業種に対応して全部で 485 品目、63 調査票が選定された。
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1.1.4 調査対象事業所数

調査団は IDSS の協力の下 DIW の工場登録データから以下の選定手順により 1,266 事業

所を選定した。なお DIW の工場登録データはタイ全土の約 12 万事業所をカバーしている。

まず、事業所の選定は拡大調査の対象である産業グループに属する全ての事業所を工場

登録データから抽出し、TSIC コードに基づく業種別に整理した。次に DIW コードと TSIC

コードの対照表を作り、更に IDSS が作成した TSIC と ISIC 対照表に基づき並べ替えを行

った。

次に、事業所は雇用者数のランク付けを行い、業種合計の上位 60%に属する事業所を

選定した。本来は、製品別生産額のデータでカバレッジを把握するが、このデータが無い

ため雇用者数のデータで代替したものである。

なお、2 又は 3 事業所のみが選定された業種では事業所を追加して、合計が 5 程度にし

て将来公表の際、個別情報が知られないように作業した。2000 年 1 月末現在、廃業・生

産品目変更・生産中止などの理由で削除したものを除き事業所数合計は 1,266 であった。

拡大部分の調査票の回収率が低いため、督促して回収する努力をし、休廃業の確認を行い、

削除すべきものは削除し、代替の事業所を当該業種の雇用者数ランキングを基準にして繰

り入れる必要がある。

1.1.5 調査対象地域

第 1 段階では調査対象地域はバンコク及びその近郊を中心としたが、東部臨海地域で操

業する石油精製事業所やタイ中部地帯に集中するセメント事業所など、業種によってはそ

れ以外の地域も含んでいる。

第 2 段階では、対象地域はタイ国全国とし、1.1.4 に記載の方法で対象事業の選定を行

った（表 1.1.5(1)、(2)）。その結果、バンコクが全体の約 3 分の 1 を占め、以下、Samut Prakan、

Pathum Thani と続いており、タイの工業分布状況の現実を反映したものとなっている。
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1.1.6 調査票の配布と回収

拡大調査は当初、2000 年の早い時期に、IDSS がコンサルタント会社を使い、工業省の

地方事務所の支援も視野に入れて、調査員が調査票の配布と回収を行うことになっていた。

しかし、調査員雇用のスケジュールが大幅に遅れ現在はメール調査で実施している。調査

員の業務は調査票の配布、質問への回答、返事の督促に加え無回答の項目のチェックと不

正確な数字の予備審査となっている。調査のサイクルは、毎月中旬より当該月分について

の調査票配布を開始し、翌月 1 日より回収を開始する。回収の目処は翌月中旬（15 日迄）

とし、10 日頃より督促を行う。このサイクルが毎月繰り返されることになる。これら一

連のサイクルは図 1.1.2 に示されている。

1.1.7 提言

1.1.7.1 調査対象業種・事業所の拡大

拡大調査の回収率は非常に低く、信頼性の確保が担保できないので公表は控え、当面は

現在のコア 10 業種の維持に注力すべきである。現調査の高回収率は、はじめの 3 ヶ月間

調査員を使い、事業所の幹部・担当者との面談を通じ調査の目的を説明し、調査票記入を

要請したことによるもので、その後メール調査に切り替えても回収出来ている。

公表には約 1 年間分のそれ以前のデータを集積することが望ましく、信頼性のあるデー

タとするためにはまず高い回収率が条件となる。高回収率を確保するためには、初期の数

ヶ月間は調査員を投入し、継続的な努力を積み重ねる必要がある。調査員の事業所訪問と

一次審査を効果的にするためには、事前の訓練をしっかり行うことが必要である。

提言

1 現地コンサルタントとの契約を急ぎ、調査員を確保し、訓練を行い、事業所訪問

を実現して調査票の回収率向上を実現させる。同時に IDSS の職員数を 34 人に増

強する。

2 当面はコア事業所からの回収確保に注力して継続的に実施する。同時に前記調査

員の確保と訓練を行い、IDSS 職員の増員（21 人増）と予算を確保する。拡大へ

の本格実査作業は、人員・予算が確保されるまでは行わない。人員・予算が不足

したままでの拡大実査開始は結局、時間と労力の無駄となる。
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3 遠い将来、63 業種、2,200 事業所への拡大を行う場合、IIC には実査担当として今

の 4 倍の 53 名の職員（臨時を含む）、調査員雇用等の予算及び実施のための周到

な準備が必要である。

1.1.7.2 地方事務所の活用

本件については、1.4.3 を参照して欲しい。

1.1.7.3 母集団リストとマニュアルの整備と更新

拡大実査も一種のパイロット調査と見ることが出来る。過去に経験のない業種と品目を

新たにカバーするからである。対象事業所からは予想を越えた質問がくることであろうし、

かなりの修正も余儀なくされる。パイロット調査の経験からすると、事業所リストも修正

と更新が必要となろう。IIC と調査団は拡大調査（1,266 事業所まで）に関し、1 年間デー

タの集積と調整のために費やすことにした。

データの継続性のためには一定期間、対象を固定する必要があるが、一方常時調査対象

の更新と修正が必要である。日々起きる問題を大小に拘らず記録をとり、事業所リスト・

品目・調査票・マニュアル・業種等について定期的に見直し・更新時に反映させることが

重要である。

IDSS は拡大調査開始以降事業所からの質問が来た業種・品目について記入マニュアル

を作成する予定である。IDSS 職員は数多くの質問に答えることで負担が増えるが、これ

によりマニュアルに含めるべき項目についての貴重な情報を集積することが出来る。調査

票の設計に先だって多少の事業所訪問は予定されていたものの、個々の事業所の反応は予

め判らないので、この方針は当面やむを得ないと判断される。マニュアルは将来、業種別

に作成する必要があり、事業所訪問時の事業所との意見交換情報をマニュアルに反映させ

なくてはならない。

本調査は DIW の事業所リストを対象事業所選定の基礎として使用した。DIW システム

には更新計画があり、IDSS はその更新のための実務グループに参画し、リストの変更が

ただちに IDSS に通知されるような仕組を作るべきである。
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提言

1 事業所からの質問・問題点等について日常的な記録を作成し集積すること

2 上記記録や企業訪問記録を実査システムの改善とマニュアル更新に活用すること

3 DIW リストの変更が IDSS に連絡される仕組を考案すること

1.1.7.4 協力企業への大臣表彰制度の確立

2000 年 6 月 21 日に「月次生産統計に関するセミナー」が JICA、MOI 主催で開催され

た。36 の協力企業に対して初めて大臣表彰が実施された。これは高回収率を維持する効

果があるので、今後毎年実施するよう行政制度として確立するとともに、地方事務所、地

方企業の協力度合を高める効果が期待されることから、開催場所は順次地方を巡回するの

が望ましい。

調査対象事業所の協力を得るために、IIC は回収票の個々の情報が外部に漏洩しないよ

うセキュリティを厳重にする。また、行政サービスとして調査結果を協力企業に対して還

元することが重要である。

1.1.7.5 他国の統計関係組織との交流と情報交換・相談

他の国の統計担当組織との情報交換や統計に関する国際的組織（一例として AEM-MITI,

Economic and Industrial Cooperation Committee (AMEICC) における  Working Group on

Statistics）に参加することにより他国の経験・情報が入手可能になり、IDSS や IIS が将来

遭遇する問題点の解決のために役立つものと思われる。
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1.2 審査と分析

1.2.1 審査

回収された調査票はコンピュータシステムのサポートを受けて審査担当者によって審査

される。審査担当者は回答事業所に関しての情報に詳しいことが期待される。経験を積ん

だスタッフは回答を目視によりすばやくチェックすることが出来、コンピュータシステム

は審査業務を手助けするとともに処理速度を早めることに役立つ。コンピュータによる審

査項目は記入未記入状況、数値項目のチェック、項目間のバランスチェックである。IIC

職員が誤りを見つけた場合、電話もしくは e-mail によって事業所に連絡を取り、確認を

行う必要がある（Chart 1.2.1）。

Chart 1.2.1  審査業務の流れ

Recovery of questionnaires by fax or enumerator

Right Error

Computer System

Note: Shaded area shows the examination process.

Establishment

Answers

Error Check

Error ListData Base

Confirmation by telephone or e-mail
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1.2.2 分析業務の実施

1.2.2.1 統計分析

正確な統計を確保する分析作業のために 2 種類の準備が必要である。一つは常に産業の

情報（企業動向、商品の売れ行き、競合商品の動向、設備投資、資金問題等）を集めるこ

とである。貿易情報は新聞や雑誌といったマスメディアから集めることができる。たくさ

んのビジネス雑誌も有る。IIC は適切な雑誌の講読を行うべきである。IIC は既にバンコ

クポスト、バンコクビジネス、サンセタキット、マーチコンの各新聞から商品や産業に関

連する項目の切り抜きを始めている。これら日ごと、および月ごとのニュースは現在ある

いは最新の傾向を説明したり評価することに有益である。四半期 GDP、卸売物価指数と

貿易統計は毎月の生産指数をチェックする上でもっとも重要な情報である。

第 2 に、実際の産業活動に対する感覚を研ぎ澄ますために生産者やエコノミストとの直

接の会議を開いて情報を集めることが必要である。分析担当者は審査担当者とともに事業

所を訪問し、事業所の責任者と意見交換を行うべきである。まず、調査品目についての生

産・出荷・在庫の最近の変化の要因を聞き出さなくてはいけない。この打ち合わせは少な

くとも毎月数回は行うべきである。また、FTI の下部組織である産業グループや貿易組織

との間で定例的な会合を持つべきである。IIC からは調査結果を報告する一方、民間から

は業界の抱えている問題と解決策の見通しを話してもらうべきである。同時に、現在のワ

ーキンググループメンバーである BOT や NESDB との間では、調査結果を公表前に吟味

し合う密接な連絡を維持することが必要である。
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Chart 1.2.2  Flow-chart of Analysis

1.2.2.2 その他

月次統計から得られたデータが一年分集まったら、月次の公表データは毎月の締切期限

を過ぎてから IIC に届いた追加データを加えて修正し、年に一度「年報」として公表する。

調査品目の入れ替え、調査対象業種の拡大、調査票の改訂など調査方法の大幅な変更は指

数のウェイトの変更の基礎となる I-O 表の作成、あるいは業種別母集団の特定できる工業

センサスの実施に合わせて 5 年ごと、あるいは 10 年ごとに行うことが望ましい。同じ業

種の中での対象事業所の入れ替えなどの小さな変更は毎年行う。分析担当者は年次 GDP

統計、労働統計等の結果と比較を行って IIC の統計の正確性の補強を行う。

月次統計は迅速にかつ定期的に公表されるべきである。分析担当者はデータの正確性に

対する確認、いわゆる統計分析が求められる。しかしながら他の経済統計とも合わせて景

気動向の分析やマクロ経済の分析を行う業務は別の課において行われるべきである。IIC

は生産動態統計とその指数の作成と公表を行う範囲で業務を行うべきである。

Note: Shaded area shows the analytical works.

Result data from monthly survey

Direct information by meeting
Indirect Information by

documents

Monthly Report

Monthly Production Data
Annual Report

Monthly Production Data
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1.3 実数値の公表と活用

1.3.1 実数値公表の重要性

IIC は、生産動態統計調査を通じて、各調査対象品目の生産、出荷、在庫等に関する実

績値を把握している。第２章で述べるように、工業生産指数は、この実績値から作成され

るものであり、例えば、生産指数は調査対象品目の合計生産数量から算定される。

各品目についてのこうした合計数量は「実数値」と呼ばれ、「指数」と区別される。指

数が生産、出荷、在庫の「方向」を示すのに対して、実数値はそれらの水準を示す。

一般に、生産動態統計は、指数と実数値で構成されるものである。したがって、指数だ

けでなく実数値も公表することは、統計利用者のニーズを満たすという点で望ましい。

実数値の公表の重要性は、以下に述べる通りである。

a)調査対象事業所への工業情報の還元

生産動態統計調査への協力事業所に対して、品目別の生産、出荷、在庫等の集計値を

当該事業所に送付することにより、当該事業所は、マーケットにおいてどの程度のシェ

アを有しているかを知ることができ、非常に有用である。

こうした情報還元をすることにより、統計作成者と調査対象の協力関係をいっそう緊

密なものにすることができる。

b)統計的精度の向上

個別品目の生産、出荷等に関するデータは、業界団体等が独自に調査していることが

多い。実数値を公表すれば、必然的に業界団体等による独自調査データと比較され、公

表値の正確さがチェックされることとなろう。もし両者に顕著な乖離がある場合には、

生産動態統計調査の対象事業所等を見直す必要が出てくる。こうしたプロセスを通じて、

実数値の統計的精度がいっそう向上していくという効果が期待できる。

c)実数値の活用

実数値は、生産、出荷、在庫等の水準を示すものであることから、その公表を通じて、

統計利用者は品目別の市場規模、出荷に対する在庫の確保状況、生産能力の実態等を把

握することが可能となる。
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1.3.2 実数値の公表に対する問題点

実数値の公表に向けて、実数値の信頼性を確固たるものとするためには、各調査対象品

目について、十分な「カバレッジ」を実現することが不可欠の前提条件である。

ここでカバレッジとは、ある品目を生産しているすべての事業所のうち、どれだけの割

合が生産動態統計調査の対象となっているかを意味する。もちろん、この割合は高いほど

望ましいが、単に多くの事業所を網羅すればよいというわけではない。なぜなら、事業所

によって従業員数や生産規模が異なるからである。

生産動態統計調査の場合は、個別の調査対象品目について、一定人数以上の従業員を擁

する事業所を調査対象とすることが多く、その水準をどの程度とするかは、調査対象品目

ごとに判断する必要がある。しかしながら、以下に述べるように、タイにおいては、それ

を判断するために必要な情報が乏しいのが実態である。そのため、現時点において、IIC

は実数値の公表を見合わせているところである。

a)主要生産品目に関する情報の欠如

そもそも、タイにおいては、主としてどういった種類の品目が現実に生産されている

かを詳細に示す情報が欠如している。したがって、事業所を選定する際には、品目ごと

ではなく、業種（＝ISIC 4 桁）ごとに行わざるを得ないことが多い。実際、IIC は、業

種レベルで月次生産動態統計調査の対象事業所を選定している。

b)主要品目を生産している事業所に関する情報の欠如

タイでは、主要な生産品目がわかったとしても、当該品目を生産している事業所に関

する情報が不備である。その品目を生産している事業所はどれかということだけでなく、

事業所ごとに、当該品目の生産に投入されている従業者数と、当該品目の生産額が把握

されていなければならない。これらを的確に把握できなければ、十分なカバレッジの実

現は不可能である。

現行の IIC の生産動態統計調査に用いられている事業所リストも、いくつかの主要事

業所を漏らしていたり、既に倒産した事業所を含んでいることが判明することがしばし

ばあり、必ずしも十分なものではない。
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1.3.3 実数値の公表に向けた課題

実数値公表の前提条件である十分なカバレッジを各品目について実現するためには、次

の課題をクリアする必要がある。

a)品目別事業所リストの作成

上記 1.3.2 で述べた問題点は、タイにおける生産動態統計調査のためのポピュレーシ

ョンフレームの不完全性に帰せられるものであるが、この解決には簡便法はなく、必要

な作業の積み重ねによって適切なポピュレーションフレームを構築するしか手はない。

一般に、ポピュレーションフレームの構築に必要な各種情報は、定期的に実施される

工業統計調査（あるいは工業センサス）の結果から得られるものである。よって、IIC

は、タイの主要生産品目、品目別生産事業所、生産事業所別従業員数・生産額を確実に

把握するため、年次工業統計（及び工業センサス）担当の NSO をはじめとする関連統

計機関との連携体制をできる限り速やかに整えるべきである。必要な情報が得られたら、

生産動態統計調査のための品目別事業所リストを早急に作成しなければならない。

b)調査対象事業所選定の基準づくり

品目別事業所リストができたら、品目ごとに、調査対象事業所選定のための基準を明

らかにする必要がある。統計的信頼性の点では、いうまでもなく当該品目を生産してい

るすべての事業所を調査することが望ましいが、実際にはマンパワーや予算の制約から

それは難しい。

基本的に、比較的寡占的で少数の大規模事業所によって生産されている品目について

は、できるだけすべての事業所を調査対象とするべきである。

他方、多数の中小事業所によって生産されている品目の場合は、例えば「従業者数 20

人以上」といった基準を設け、それに該当する事業所を対象とすべきである。その際、

対象となった事業所の合計生産額（あるいは合計従業者数）の当該品目総生産額（ある

いは総従業者数）に対する割合（＝カバレッジ）が 70％以上であることが、統計的信

頼性を確保する上で望ましい。図 1.3.1 の例では、品目Ａの場合、「従業者数 50 人以上」

とした場合のカバレッジは 75%であるが、「200 人以上」とすると 60%まで低下する。

したがって、品目Ａの事業所選定基準は「50 人以上」が望ましいということになる。
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1.3.4 その他の工業情報の取り扱い

IIC は、実数値と工業生産指数以外にも、以下のような、タイの工業活動に関する有益

な情報を有している。

a)今年及び翌月の販売計画

これは、NESDB の National Accounts Division の要請によって調査票に盛り込まれた設

問である。これは、回答者によって報告された計画の数値と、実際の販売額とを事後的

に比較することにより、短期の景気変動を把握することを企図して設定されたものであ

る。

b)景気状況に関する認識

これは、BOT の Economic Research Department の要請によって調査票に盛り込まれた

設問である。これは、この種のビジネスサーベイの一般的なスタイルを取りつつ、現在

の市場における景気状況に関する製造業者のマインドを把握することを企図して設定さ

れたものである。

これらの工業情報については、まず、それぞれを NESDB あるいは BOT に毎月報告し、

行政施策への活用の可否を検討すべきである。その上で、それぞれが一般に提供するに適

切な有用情報であると判断される場合には、IIC、NESDB、BOT の 3 者によって公表の方

法やルートに関する検討を開始することとすべきである。



1 - 26

1.4 制度づくり

1.4.1 予算

IIC は過去 2 年間生産動態統計調査のための予算確保に多大の努力を行った。1997 年の

通貨危機以降、工業分野の経済指標整備の重要性が工業省や NESDB 等で強く認識される

ようになった。これが IIC の予算確保が実現する背景となった。

1.4.1.1 IIC の通常予算

タイ政府は、財政再建中である。通常の行政経費は年 10%ずつ削減されている。IIC の

予算は典型的な行政経費であるから、毎年カットされることになっていた。1999 年度で

みると、117 百万バーツの IIC 全予算の 50%を人件費が占めている。43%は IIC の統計用

ではない MOI 全体のコンピューターメンテナンス費用である。残りの 7%（約 0.8 百万バ

ーツ）が文房具、書籍、机等の経常予算であった。1999 年度までは何をやろうとしても

予算制約があって出来なかった。

IIC は 2000 年度予算において、足下の工業動向を的確・迅速に把握するため月次調査

を要求し、この流れを変えた。この月次統計プロジェクトのために、30 百万バーツを要

求し、BOB は最終的にソフトを含めコンピューター機材に 3.2 百万バーツ、統計実査の

委託費として 13 百万バーツを認めた。IIC の予算は他の行政経費は削減されながらも、

この新規の月次統計で 2.4 倍にも増大した（表 1.4.1）。IIC は、事務機械を更新し、100

人の調査員を雇用出来る。IIC は現在の 377 事業所の月次統計の規模を 34 業種、57 商品

群、1,266 事業所に近い将来拡大することが出来るようになった。

政府統計というものは法的強制力と厳密な秘密厳守によって高い回収率を確保でき、経

済条件の変化があっても継続できる。コンサルタントに調査を全て委託したのでは IIC の

人材育成はできず、統計作成ノウハウは蓄積されない。実査の一部として外部の調査員を

使わざるを得ないが、調査の管理・指示は直接政府が行うようにしなければならない。コ

ンサルタント会社を実査に使うことが当面より有効であるとしても、いつまでもコンサル

タント会社に依存すると、長期的には調査対象事業所は、セキュリティの問題で本調査の

目的を信用しなくなり、回収率が低下するリスクがある。外部資源を利用するための予算

は調査員雇用・審査用の臨時職員、コンピューターシステムのメンテナンスと訓練に限定

すべきである。
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表 1.4.1  IIC’s Budget

as of February 2000, unit : baht

Fiscal year 1999 Fiscal year 2000
Fiscal year 2001

(request)

1 .  Salary and regular wage for permanent staff 5,405,600 5,738,900 6,343,900

1 .1  S a lar y  5,327,600 5,655,900 6,256,800

33 positions 5,217,900 5,546,700 6,147,600

Special allowance for the positions 109,200 109,200 109,200

1 .2 Regular  wage for permanent staff 78,500 83,000 87,1 0 0

1 position  74,000 79,100 83,000

Additional allowance 4,500 3,900 4,100

2. Compensation, miscellaneous, and  mater ial 6,385,800 6,01 7 ,700 9,732,500

2.1  C ompensation  292,800 279,500 265,500

2.1.1 Meal charge for overtime work 27,000 25,700                24,400

2.1.2  House rental 25,800 25,800 24,500

2.1.3 Compensation for the personnel 240,000 228,000 216,600

2.2  M iscellaneous 5,348,000 5,078,200 8,840,000

2.2.1 Allowance for home rent, and transportation charge 148,000 133,200 126,500

2.2.2 Maintenance for the equipment 100,000 100,000 95,000

2.2.3 Subcontract for service fee 5,100,000 4,845,000 8,618,500

2.3 Mater ials 745,000 660,000 627,000

2.3.1 Office supplies 400,000 380,000 361,000

2.3.2  Book, magazine and textbook 20,000 20,000 19,000

2.3.3 Computer materials 325,000 260,000 247,000

3. Durable mater ials, land, and building cost                             - 3,289,000 2,867,500

4. Other  expense                              - 1 3 ,000,000 1 3 ,000,000

     Expense for survey

1 1 ,791 ,400 28,045,600         31 ,943,900

Source : IIC

Total 
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1.4.1.2 提言

IIC は 2001 年度予算で月次統計のために、前年同額の委託費、コンピューターメンテ

ナンス、職員増の給与等を要求している。IIC が月次統計を継続するためには、以下の予

算が必要である。目標としての事業所数が 1,266 に拡大し、ソフトウェアが新しく開発さ

れ、調査結果は毎月および年 1 回公表されるようになり、IIC の事務所は 2000 年秋には

OIE の新ビルに移転するという事実を踏まえなくてはならない。

a)調査員の雇用

b)回収票の審査とデータインプットのための臨時職員の雇用

c)ソフトウェアメンテナンス費用、MOI 内でのネットワークソフトの開発費

d)コピー機、Fax 機械、パソコンの調達（パソコンとサーバーの 1/4 又は 1/5 は、毎

年に取り変えていかなくてはならない）

e)新規採用者、コンピューター技術者への訓練経費

f) 印刷費用、質問票への切手代、月報、年報等の公報経費

g)地方でのセミナー費用（例えばホールの借用、IIC その他職員の出張費）

h)データコミュニケーションとして、床下配線構造への経費、回収票のセキュリティ

のためのドアや倉庫設置の費用

当分、IIC は実査にコンサルタント企業を雇用する必要があるが、長期的には IIC は次

官室の計画課に月次統計実査のために戦略的な地方事務所の活用が出来るよう、必要な予

算をとるように要請すべきである。これは OIE のみならず、県レベルでの工業活動をモ

ニターするということで、地方事務所にとっても得策である。

1.4.2 法制度

1.4.2.1 政令

1992 年工場法の第 6 条と第 8 条 7 項により、1995 年 6 月 14 日に政令第 9 号が公布され、

工場主に対してタイプ 2（エンジンが 20～50 馬力又は雇用者が 20～50 人）、タイプ 3（エ

ンジンが 50 馬力以上又は雇用者が 50 人以上）の工場は、OIE にメールで四半期毎に回答

することを義務づけた（Document 1.4.1）。質問票は 9 頁で Industrial Form 5 として指定さ

れていた（Document 1.4.2）。この四半期調査は、1995 年第 4 四半期から 1999 年第 2 四

半期まで実施された。

IIC は、1998 年 10 月以降上記四半期統計に替る、月次統計のための政令準備に入った。

IIC は年次調査を追加しようとしたが、質問票を今の四半期調査とどう区別するか、年次
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調査の調査票づくりに手間取った。1999 年に DIW の法律家の審査を経て、新しい省令案

が作成できた。IIC の課長は工業省高官に対して、工業大臣の政令を内閣事務局に公式文

書を発出するよう要請した（Document 1.4.3）。

スワット・リタポンロップ工業大臣は 1999 年 11 月 1 日、内閣事務局に公式文書を送っ

た（Document 1.4.4）。新しい政令案には以下の内容が示され、付属資料として調査票 140

種類（このうち 57 種類が月次用）が付いている。

a) 1992 年工場法の現行政令第 9 号を廃止する。

b)タイプ 2、タイプ 3 の工場は月次は翌月の 10 日以内、年次は翌年の 30 日以内に提

出することを義務づける。

c)回答の方式は書留レターか Fax とする。

d)官報告示後 90 日後に発効する。

1.4.2.2 法律の実施権限

工場法による登録、登録料の納付、特定事項の報告等の強制は MOI の権限である。MOI

は 4 つの地方検査事務所に 480 人の検査官を配置し、登録工場の排水を監視している。タ

イプ 2、タイプ 3 の登録工場は、登録更新料を 5 年ごとの年末に、登録ライセンス料を毎

年、工業省の地方事務所で支払うことになっている。MOI は違反者に対して 2 万バーツ

の罰金を課することが出来る。

MOI は 1998 年 10 月に省令で新政令公布後には、月次・年次調査に関しては、OIE に

実施権限を与えることにした。OIE の 7 等級以上の職員は、定期的な質問票の提出をしな

い工場に立入検査をし、最後の手段として罰金を課すことが出来るようにした。

1.4.2.3 罰則

罰則は協力的でない民間企業に調査票を記入させ、その提出を促す最後の手段であるが、

罰則適用というニュースが他の工場への調査拒否の伝播という逆効果について配慮すべき

である。日本の通商産業省、NSO では罰則適用をせず根気強く、調査対象工場に対し、

調査票を提出するよう説得している。IIC は提出拒否への対応策として警告レターを考案

し、1998 年に督促を試みたところいくつかの調査対象事業所からの回収に成功した。
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1.4.2.4 提言

法制度は、定期調査をシステマティックに実施するための絶対的な基礎条件である。民

間企業は、企業秘密がリークすることを恐れ、調査票の記入負担を嫌って協力的ではない。

議会を通過した法制度は、全企業に平等に機能し、公益に資するものである。公平の原則

は、政府が企業に調査票の記入、提出の協力を得るために必須のものである。他方、IIC

は個々の回収票のプライバシーを保証しなくてはいけない。

第 1 段階で、IIC は 265 事業所の 80～90%の回収率を得ているが、これは他の工業関係

の調査と比較すると極立って高いものであるが、まだ満足できるものではない。IIC は 1999

年 11 月以降、調査事業所を 1,266 に拡大した。メール調査であり、事業所への説明もな

かったので、不幸にもこの回収率は非常に低い。IIC はこの回収率を改善することが最も

重要な業務であろう。IIC は 100 人の調査員を雇用し、訓練し、彼等を各事業所に隈なく

訪問させる必要がある。新しい政令の下で、IIC 職員は生産統計の信頼性を高めるよう、

高い回収率を維持するために、回答しない工場には職員を派遣し、調査への協力依頼をす

べきである。

年次調査は世界銀行が支援しており、沢山の質問をカバーし、調査票は 18 頁になって

いる。アジアが金融危機後にどう回復するかの国際比較に焦点を合わしており、経営者の

経営判断が主要調査項目である。しかし、この調査票は継続的な統計という観点からは適

切ではない。NSO の年次調査との調整が必要であるが、IIC は数量、金額を用いた数量表

示の調査票に変えていく必要がある。そのための法的手続きは、政令よりも易しい。
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Document 1.4.1

Ministerial Regulations Article 9 (year 1995)

Issuance in Accordance to the Factory Act year 1992

Referring to the authority of the Ministry Regulation Clause 6 and 8(7) of the

Factory Act year 1992, the Minister of the Industry Ministry hereby issue the

Ministry’s order as follows:-

Clause 1.  The owners of industry types 2 and 3 as defined in clause 7 of the

Industrial Act year 1992 shall report information related to industry production and its

business concerned as the attachment of the Industrial Form 5 to the Economics

Industrial office, the Ministry of Industry every year according the schedule specified

below:

The First-Quarter: during January-March to be submitted or reported within the

date of 15 April

The Second-Quarter: during April-June to be submitted or reported within the date

of 15 July

The Third-Quarter: during July-September to be submitted or reported within the

date of 15 October

The Fourth-Quarter: during October-December to be submitted or reported within

the 15th of January of the following year

Clause 2.  To report information pursuant to the foregoing clause, the industry

shall present the Industrial Form 5 to the Office of Industrial Economics, the Ministry

of Industry or to be mailed to the registration post and obtain the mail registered

evidence.

Hence, the owner is reminded that date accepted and stamped by the Post Office as

the registered mail and sealed in the Form 5 is considered to be submitted on the date

required under this regulation.
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Clause 3.  This Ministerial Regulation becomes effective after 90 days after the

day the Government Gazette is applicable and make announcement to public.

This issuance is made hereon the 14th of June 1995

(Mr. Trirong Suwannakiri)

The Minister of Industrial Ministry
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Document 1.4.2  Questionnaire Form for Quarterly Survey by IIC

Form Factory. 5

 Necessary Information of Factory Operation

Annex of Ministerial Law No. 9 B.E. 2538 (1995)

in accordance to Factory Act B.E. 2538 (1995)

For Official

Type of Industry .............................................. TSIC CODE......................................

Dear Director of Office of Industrial Economics;

I hereby report the necessary information of the factory operation in the quarterly

period of ………… B.E. ………… between Month ………… to Month ………… as

follows:

General Information

1. Name of data filler .......................................................................................

2. Name of Factory Operator

(in Thai) .......................................................................................................

(in English) ..................................................................................................

Factory I.D. Number .................................................................................................

3. Name of Factory Owner/Factory Manager...................................................

4. Address of Office/Factory
Address of Office Number ...............................Mue .............................. Lane............................

Street ................................................................Tambol ......................... Amphur ......................

Province ...........................................................Postal Code .................. ....................................

Telephone.........................................................Fax ............................... ....................................

Address of Factory Number .............................Mue .............................. Lane............................

Street ................................................................Tambol ......................... Amphur ......................

Province ...........................................................Postal Code .................. ....................................

Telephone.........................................................Fax ............................... ....................................
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Data on Industrial Situation (1)

5. Value of Asset and Capital (Last According Record)

5.1 Land .....................................................................Baht

5.2 Building and Other Construction.........................Baht

5.3 Machinery and Equipment...................................Baht

5.4 Revolving Capital ................................................Baht

5.5 Other Asset ..........................................................Baht

Total .............................................................Baht

6. Investment Promotion
(   ) Receiving Investment Promotion Certificate

from year ………… to year …………
(   ) Not Receiving Investment Promotion Certificate

7. Proportion of Investment

Thai ................................%

Foreigner........................%

Indicate countries of Joint Venture ..............................................................................
...................................................................................................................................

8. Investment on Production Capacity Expansion

Number of Investments made related to Capacity Expansion ………… times (please

indicate B.E. of such Investment, Previous Production Capacity and the Amount of

Expanded Production Capacity)

Year B.E.
Previous Production

Capacity

Amount of Expanded

Production Capacity
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9. Present Production Capacity per Year

Production* Capacity Rate

Quarter …… B.E. ……Sector Code

(for Official)
Items Unit

Present

Production

Capacity per

Year
Month Month Month

* Production capacity rate means production quantity computed as the percentage of the production

capacity

10.Production Quantity

Quarter …… B.E. ……Sector Code

(for Official)
Items Unit

Month Month Month
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Data on Industrial Situation (2)

11.Sale Quantity

Domestic Sale Export

Quarter …… B.E. …… Quarter …… B.E. ……
Sector Code

(for Official)
Items Unit

Month Month Month Month Month Month

12.Sale Value**

Domestic Sale Export

Quarter …… B.E. …… Quarter …… B.E. ……
Sector Code

(for Official)
Items Unit

Month Month Month Month Month Month

** Sale Value means sale quantity times selling price at factory gate (net including

transport cost)
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Data on Industrial Situation (3)

13.Raw Materials Used in the Production of Quarter …… of B.E. …… between

Month ……… to Month ………

List of Raw Materials used in the production

(please indicate type of raw materials)

Sources of

Raw Materials

Quantity

(Unit)

Value

(Unit)

1.Domestic Raw Materials (Indicate Province)

2.Foreign Raw Materials (Indicate Country)
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Data on Energy Used

14.Type of Energy Utilization

Horse power of machine driving by engine motor ..............................H.P.

Horse power of machine driving by electric motor .............................H.P.

Horse power of machine driving by steam turbine motor ...................H.P.

14.1 Data of Petroleum Products and Fuels used by type in the past year

round B.E. ..........................

Quantity Used

Type of Product Unit
Used as

Raw

Material

Used with

Steamer

Used as

Direct

Fuel

Other Use

(Indicate) Total

Value

(Baht)

Petroleum Product

a. Benzene Litre

b. Super Benzene Litre

c. Kerosene Litre

d. High Speed Diesel Litre

e. Low Speed Diesel Litre

f. Furnace Oil, 600 seconds sticky rate Litre

g. Furnace Oil, 1,500 seconds sticky rate Litre

h. Furnace Oil, 2,000 seconds sticky rate Litre

i. Furnace Oil, sticky rate not available Litre

j. Condensate Litre

k. Natural Gas Cu.Ft.

l. LPG Kg.

m. Asphalt Kg.

n. Lubricating Oil Litre

o. Grease Kg.

p. Other (indicate)

Solid Fossil Fuels

a. Coal Kg.

b. Lignite Kg.

c. Anthracite Kg.

d. Coke Kg.

e. Other (indicate)
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Quantity Used

Type of Product Unit
Used as

Raw

Material

Used with

Steamer

Used as

Direct

Fuel

Other Use

(Indicate) Total

Value

(Baht)

Renewable Energy

a. Wood Kg.

b. Charcoal Kg.

c. Paddy Husk Kg.

d. Cane Fiber Kg.

e. Other (indicate)

14.2 Data on Other Energy Used in the past year round B.E.

Type of Product Unit Quantity Used Value (Baht)

Electricity Use

Purchased from Outside Kw-Hour

Own Factory-Made Kw-hour

Maximum Electricity Energy Used Kw

Steam Use

In the Production Process Ton

For Electricity Generation and Others Ton
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Data on Labour

15.Number of Workers and Working Hours (8 Hours per Shift) Number

of Shift............................................................................................................

Quarter …… B.E. ……
Items Unit

Month Month Month

Number of Workers in Factory Person

Number of Working Hours (of Workers) in

Factory per Day per Worker

Hour

Number of Working Days (of Workers) in

Factory per Month

Day

16.Production Problems

16.1 Product Quality
(   ) Product receives Quality Standard Logo from ............................................
(   ) Product does not receive Quality Standard Logo

16.2 Products were returned or received complaints from buyers
(   ) highly
(   ) moderately
(   ) low
(   ) none

16.3 Costs of Production
(   ) Increased

(   ) highly (   ) moderately (   ) low
(   ) Decreased

(   ) highly (   ) moderately (   ) low
(   ) No change

16.4 Problems of Waste Disposal were
(   ) highly
(   ) moderately
(   ) low
(   ) none
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16.5 Marketing Problems which need Government Supports (please indicate)

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

16.6 Causes of Factory Operation Closure

(   ) Having Because of ....................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

(   ) None

Signature ......................Factory Operator

Factory Type..........................

Remarks (1) All information or data in this questionnaire will be kept strictly confidential.

(2) Having any problems in filling this questionnaire, please contact the Industrial

Information Center, Office of Industrial Economics, Ministry of Industry
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Document 1.4.3  Official Letter Request to the Minister of Industry

by Director of IIC

Memo

Organization IIC, OIE  Tel. 202-4345

Reference Number 1106/540 Date 9th September 1999

Subject Adapting the draft of Ministerial Regulation for the

establishments to submit the data to the IIC

To Director General of OIE,

As the IIC has legislated the Ministerial Regulation No.9 (B.E. 2538) for the Type-2

and 3 factories to report the data to the IIC every quarter.  At present the quarterly

data seems to be outdated due to the rapidly changing economic conditions thus make

it impossible to analyze and evaluate the current status of industry.

In order to obtain data which can be used to analyze the current economic status and

help to develop a long-term industrial development plan; it is appropriate to abolish the

Regulation No. 9 and introduce the new one which requires type-2 and 3 factories to

provide data on a monthly and annual basis using the newly designed questionnaires.

Please consider:

1. The Draft of Ministerial Regulation No. 10 (B.E. 2542) issued following Factory

Act B.E. 2535 which already consulted and approved by the DIW’s lawyer.

The attached documents are Memo on Principle and Justification, Memo on

Draft’s summary, Table comparing the Ministerial Regulations, and Table

comparing the detail of Ministerial Regulations, 140 sets each.

2. To write the letter to the Secretary of the Cabinet in order to propose the Draft of

Ministerial Regulation to the Cabinet for consideration.

If agreed to the above, please sign in the attached Memo to the Permanent Secretary.

Mr. Nat Chulkaratana
Director of IIC
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Memo

Organization IIC, OIE  Tel. 202-4345

Reference Number 1106/895 Date 30th September 1999

Subject Adapting the Ministerial Regulation Requiring Establishments to

Submit Data to IIC for Statistical Purposes

To Permanent Secretary via Director General of Department of Industrial Works,

In the past many organizations such as OIE, NESDB, and BOT have separately

compiled and published similar industrial statistics and indices, resulting in duplication

of efforts in terms of personnel, budget, and time.  Moreover, these industrial

statistics and indices are incompatible with each other because different models and

methodologies were used and caused confusion for data users.  The three

organizations worked together and agreed at the primary stage to assign OIE, as the

direct policy maker, to improve the effectiveness of the data system.

OIE has decided to repeal the Ministerial Regulation No. 9 and introduce the new

Regulation required Type-2 and 3 factories to submit the monthly questionnaires to

OIE by the 20th of the next month (for monthly questionnaires) and by April 30th of

the next year (for yearly questionnaire).

For the above reason, we intend to produce the updated and correct industrial

statistics which can be used to indicate the direction and trend of production (supply

side) and also the demand side clearly.  It can also be used for policy making and

planning purposes related to industrial development while investors and the

establishments can use them as a guideline for important decision-making.

Please consider:

1. To make a draft of Ministerial Regulation No. 10, following the Factory Act B.E.

2535, by the proof from the lawyer of DIW.  The attached documents are

Memo on Principle and Justification, Memo on Draft summary, Table

comparing the two Ministerial Regulations, and Table comparing the details of

two Regulations, 140 sets each.

2. To submit the letter to the Secretary of the Cabinet to propose the above

mentioned Ministerial Regulation to the Cabinet for consideration.
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If agreed, please present attached letter to the Minister of MOI to sign and further to

the Cabinet.

(Signature) (Signature)

(Mr. Cherdpong Siriwit) (Mr. Tamnu

Vasinonta)

Director General of OIE Deputy Permanent

Secretary

(Signature) (Signature)

(Mrs. Pusadee Hoanak) (Mr. Suwat Liptapanlop)

Office of Permanent Secretary Minister of MOI
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Memo on Draft Summary

of Ministerial Regulation No… B.E…..

1. The Need for the New Ministerial Regulation

The Office of Industrial Economics, Ministry of Industry is responsible for making

policy recommendations in line with the National Economic and Social Development

Plan and the government’s plan; preparing the report on each industry’s status;

specifying the policy on survey; keeping and making use of the data prepared by the

units in the Ministry; and act as the Ministry’s Information Center.

At present, OIE is relying on the Ministerial Regulation No.9 (B.E. 2538) that

requires type 2 and 3 factories, as defined in Factory Act B.E. 2535, to provide data to

OIE every quarter.  However, under the present state of economy in the country,

quarterly data cannot be used to analyze the industrial status timely and accurately.

OIE sees it appropriate to abolish the Regulation No. 9 and bring up the new draft

which requires that type 2 and 3 factories to provide the data on a monthly and

annually basis and is now proposing to issue a new regulation.

2. The reason to propose the draft regulation during this period

To gather data from the establishments faster and cover more details so they can be

used in analysis and accurately forecast the trend of the economy.

3. Relation to other law

None

4. Request for data and opinion from another organizations

OIE consulted with NSO, NESDB, Ministry of Commerce, and BOT to hear their

opinions and views on the period of questionnaire collection and develop the ways to

prepare the monthly and annually questionnaire forms so that the data can be shared by

all the units, which leads significant reduction of time and cost.  Moreover, this can

solve the problem of inconsistency of data among government offices.
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5. Advantage of the Regulation

Apart from the benefit for Ministry of Industry to analyze the industrial economic

situation, NESDB can use it to calculate Quarterly GDP (QGDP) in the industrial

sector.  Moreover, the other organizations such as the Ministry of Commerce and

BOT can also use these data.  In this way, we can save budget, manpower, and time,

and also reduce the burden for the surveyed establishments to fill out the

questionnaires.

The annual questionnaire can help to study the Total Factor Productivity of each

industry to set the long- term policy.
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Document 1.4.4  Official Letter to the Secretary of the Cabinet

by the Minister of Industry

Reference No. 1106/3673 MOI
(address)

November 1, 1999

Subject : Draft of Ministerial Regulation No.....(B.E.....), issued following Factory Act B.E.

2535.

To : Secretary of the Cabinet

Attachments : 1. Draft of Ministerial Regulation No.....(B.E.....) issued following Factory Act

B.E. 2535 and 140 sets of Principle and Justification supporting the Draft.

2. 140 sets of Memo on Draft’s summary.

3. 140 sets of Tables comparing the Ministerial Regulation No. 9 (B.E. 2538)

and the Ministerial Regulation No.... (B.E.....).

4. 140 sets of Tables comparing the details of Ministerial Regulation No.9

(B.E. 2538) and the Ministerial Regulation No.... (B.E.....)

As the Ministry of Industry has received the report from the Office of Industrial

Economics concerning the data received from industrial establishments on a quarterly basis,

pursuant to Factory Act B.E. 2535 that mandates Type-2 or Type-3 factories as in the.... have

to report the quarterly questionnaire.  However, the present state of economy that change

rapidly prohibits us from obtaining updated data in a timely manner.

For these reasons, the Office of Industrial Economics would like to propose the Draft of

Ministerial Regulation to upgrade the questionnaire form and also change to report on monthly

and annually basis.  The data received can be used in the short-term analysis and forecast and

also in long term to set policy for industrial development.

The Ministry of Industry has already considered and agreed in principle of what the Office

of Industrial Economics had proposed.  Please consider and forward the Draft with the

attached documents to the Cabinet.

Yours sincerely,

(Mr. Suwat Liptapanlop)

Minister to MOI
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Ministerial Regulation

No.......(B.E.....)

Issued under the content of Factory Act

B.E. 2535

Applying the Clause 6 and Clause 8 paragraph 1(7) and paragraph 2 of Factory Act

B.E. 2535, the Minister of MOI enacted the Regulation as follows:

No. 1 To abolish the Ministerial Regulation No. 9 (B.E. 2538) following the Factory

Act B.E. 2535.

No. 2 The type-2 and 3 factories according to Clause 7 of Factory Act B.E. 2535 have

to provide following data:

2.1 To provide monthly data by the questionnaire form 7 within the 10th of next

month.

2.2 To provide annual data by the questionnaire form 8 within the 30th April next

year.

No. 3 The above data must be sent directly to the Office of Industrial Economics by

registered mail or by facsimile.  The date of the mail registering accordingly

to the first paragraph is counted as the date of returning the questionnaire.

No. 4 The minister may change questionnaire forms 7 and 8 in consideration of

suitability by announcing in the Gazette.

No. 5 This Ministerial Regulation will be effective after 90 days of announcement in

the Gazette.

Given in (date)...........

(Mr. Suwat Liptapanlop)

Minister to MOI
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Memo on Principle and Justification

To accompany the Draft of Ministerial Regulation No…(B.E. …)

Issued under the content of Factory Act

B.E. 2535

Principle

To improve the Ministerial Regulation Number 9 (B.E. 2538) issued under the

content of Factory Act B.E. 2535.

Justification

The Ministerial Regulation Number 9 (B.E. 2538), issued under the content of

Factory Act B.E. 2535, is no longer suitable for the fast changing economy as it

requires type-2 and 3 factories to provide necessary data to the Office of Industrial

Economics every quarter.  To improve the data, this Ministerial Regulation must be

issued to define the target factories and also change collection term to every month and

year.  This updated data will be useful for analyzing and evaluating the economy then

make the long-term industrial policy and plan.
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1.4.3 地方事務所の活用

1.4.3.1 工業省の地方事務所

工業省は、75 県に各 1 ヶ所の地方事務所をもっており、大体各 25 人の職員がいる。こ

の地方事務所は次官室計画課が統轄している。この地方事務所は 4 つの課（政策計画課、

工場課、工業振興課、資源課）からなっており、OIE の業務は政策計画課が担当し、他の

3 課は本省の各局と結びついている（図 1.4.1）。

次官室の計画課は 1999 年度まで地方事務所の予算をとりまとめ、BOB の決定額を配分

してきた。しかし予算削減のため 2000 年度以降はこのシステムが変更された。計画課は

地方事務所の政策計画課の予算のみをとりまとめ、他の 3 課は本省各局が要求するように

なった（表 1.4.2）。

表 1.4.2  Budget for MOI’s Provincial Offices

(million baht)

FY 1998 296

FY 1999 310

FY 2000 148 Only for Policy and Planning Divisions

Source : MOI

地方事務所の業務については法規定されたものはない。工業省の各局長又は次官の公文

書の指示により業務を遂行している。

1.4.3.2 IIC の地方事務所への実査支援アプローチ

OIE 局長は 1998 年 11 月 10 日次官にレターを出し、JICA と世銀のプロジェクトの説明

をして、以下のことの承認を求めた（Document 1.4.5）。

a) 1995 年政令第 9 号の修正

b)地方事務所による支援

c)回答しない事務所に対して警告後の処罰
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パデトパイ・ミークンイアム次官補は、1998 年 12 月 21 日 IIC の運営計画にサインし、

その行動計画を承認した（Document 1.4.6）。アスソーン・スアンポンマック OIE 次長は

1999 年 1 月 7 日に文書を出し、全ての地方事務所に IIC の調査と行動計画を通知するよ

う要請した（Document 1.4.7）。

地方事務所活用の行政手続は終わったものの、次官室はその実行のための予算措置を講

じていない。このため、IIC は 2000 年度に月次統計実施のためのコンサルタント企業を

使うこととし、IIC は 1999 年 12 月にそのための TOR を作成した。この TOR は委託条件

として必要な予算のない地方事務所を実査に引き込むために、調査員を各地方事務所に配

置することになるはずであった。一般的にタイの官庁の事務所はこういう調査員のために

1 部屋を与えるだけの十分なスペースはある。しかし次官室は当分地方事務所を活用しよ

うと考えておらず、2000 年夏に民間コンサルタントの入札選考が行なわれる。もし落札

した会社が地方事務所の部屋を必要とするということになれば勿論次官室からの行政指示

が必要になる。

1.4.3.3 提言

IIC は実査のため地方事務所を活用して県単位で質問票の配布、回収、一次審査を行な

わせるべきである。タイの政府は予算の制約があり、IIC が月次統計のために通常予算を

増やしていくことは将来難しくなる。次官室は生産統計の重要性を認識し、統計のための

予算措置をとることができれば民間コンサルタント会社を雇用するよりも安くて高い回収

率を維持することができる。民間コンサルタントは大体バンコクに所在しており、バンコ

ク及びその近郊であれば調査員を用いて調査票の配布・回収をすることは可能であろう。

しかし全国に散在する工場が対象となると、調査員の募集、訓練、調査旅費等でコストが

高くなり、回収率が低下するリスクがある。また地方事務所は、動員されることにより各

県の工業情報を活用できるので活性化するであろう。

IIC は、地方セミナーに地方事務所職員を招待するだけでなく、まず将来業務への準備

段階として、コンサルタントに地方事務所で調査員業務をさせるべきであろう。これは、

やや通常のアプローチではないかもしれないが、地方事務所職員を将来月次統計に活用す

る重要なステップである。





1 - 54

Document 1.4.5  Official Letter to the Permanent Secretary

by the Director General of OIE

Memo

Organization Industrial Information Center  Tel. 202-4347

Reference Number 1106/883 Date 10 November 1998

Subject Report on IIC’s operating plan

To Permanent Secretary of MOI

As the order from the Deputy Permanent Secretary (Mr. Padetpai) to report to the

Permanent Secretary about the present operation of the IIC; here is the summary:

1. Quarterly Industrial Statistics and Indices － regular work of the IIC (January

1996 - December 1998)

According to Ministerial Regulation Number 9 (B.E. 1995), which is still effective,

type-2 and type-3 establishments are required to complete and return the quarterly

questionnaires to the IIC.  The IIC then uses these data for Industrial Statistics and

Indices that are semi-annually publicized.  They can be used as the industrial

economic indicators for planning and problem solving purposes, and also the basis for

industrial restructuring in each industry.

2. The study to increase Thailand’s competitiveness － the World Bank Project

(November 1998 - October 2000)

The MOI has received the cooperation from World Bank to study Thailand’s
competitiveness through the NESDB office.  OIE is then assigned to survey about the

sources of fund and technology utilization of SMEs during November 1997 - April

1998.  World Bank also provided support by granting 2 million baht for the project.

The result of study was well accomplished so World Bank granted 1 million dollars

loans to work on “Thailand Industrial Survey Project” which assesses the potential of

Thailand’s competitiveness.  It is the sub-project under the Economics Management

Assistant Project that studies 5 industries from November 1998 to April 1999.  Now it

is in the process of hiring consultants with the help of World Bank’s experts to design

the questionnaires and determine the outline of operation.
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3. Industrial Statistics Development －  supported by Japanese Government

(JICA) (July - 1998 - June 2001)

OIE has been granted academic support from the Japanese government through

JICA.  The duration of the project is from July 1998 to June 2001, totally 3 years.  It

will be a monthly survey covering 22 industries (about 70 commodities) to prepare

Monthly Industrial Statistics and Indices then used for analysis and evaluation of the

industrial conditions.  Both public and private sectors may use it in policy planning.

4. Operating plan of IIC in 1999 (beginning from January 1999)

As the IIC receives support from two organizations, World Bank and JICA, it is in

need to survey and collect data from establishments in Thailand (monthly and

annually) covering 22 industries, by focusing on 13 industries included in the

Industrial Restructuring Plan.  Presently, the quarterly survey is not effectively be

used in the analysis because it fails to reflect the current situation in a timely manner.

The following are the IIC’s proposed improvement measures:

4.1 Improve the Ministerial Regulation No. 9 (1995) from quarterly to monthly

survey.  Data will be used for analysis and estimation of short-run economic

condition or as the early warning indicator.

4.2 For Provincial Offices, which already support the survey, to incorporate the

survey plan into their operating plans so that they can collect data continually

within the dateline, both monthly and yearly.  For the operation plan, OIE

will directly contract with Provincial offices later.

4.3 The punishment for those establishments which fail to comply with

Ministerial Regulation No. 9 after receiving the 1st and 2nd warning letters

(attached sheet 1 and 2).  The 1st warning letter will be changed from formal

to informal letter explaining that the data collected in the survey will not be

used for taxation purposes.

- For those establishments located in the Bangkok area; the IIC of the OIE

will prepare an inspection record which will be used in a legal action

according to the IIC’s form of 01 (attached sheet 3) and record the

statement by form 01 (attached sheet 4), then pass to Department of

Industrial Works to impose charges under Factory Act B.E. 1993 and let the

establishments know directly (attached sheet 5).
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- For establishments in rural areas, OIE will ask for provincial offices’ help to

prepare form of 01 and then pass to DIW as same as in Bangkok area case.

Please be acknowledged as above.  If agreed on the plan, the IIC will take further

action.

(Mr. Cherdpong Siriwit)

Director General of OIE

Agreed
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Document 1.4.6  Official Document Approved by the Permanent Secretary

3. Improvement and Development in Industrial Statistics Work － is the project supported by

JICA (July 1998 - June 2001)

The IIC has received the academic support from the Japanese government through

JICA to set up the project so called “Industrial Statistics Development Project” to

improve and develop MOI’s data system to today’s standard.  The time frame of the

project is from July 1998 to June 2001, totally 3 years.  The monthly survey covers 22

industries (approximately 70 commodities) to form the industrial statistics and monthly

indices that will be utilized when doing an analysis and estimation of present condition.

This can assist both the pubic and private sector to have the right planning according to

present condition.

4. Operating plan of IIC in the year 1999 (starting from January 1999)

Upon receiving the support from two organizations, World Bank and JICA, the IIC

is mandated to conduct the survey of establishments (monthly and annually) in order to

obtain complete and accurate data that covers 22 industries by focusing on 13 major

industries according to the restructuring plan.  At present, the quarterly survey cannot

be applied in making analysis and forecast.  Therefore, the IIC has proposed the

following measures in order to cope with above problem.

4.1 To amend the Ministerial Decree No. 9 (B.E. 2538) by changing the survey

cycle from quarterly to monthly and use it for short-term forecasting.  This

can be used as an early warning system and also for long-term policy setting.

4.2 For the provincial offices, who usually provide this kind of support, to

incorporate the survey plan into their operation plan so that the objectives of

many projects can be reached within the deadline.  Provincial offices must

collect the data quickly and continually both for monthly and annually

surveys.

4.3 To punish those factories which fail to comply with the Ministerial Decree No.

9 (B.E. 2538) after sending the first and second warning letters (attached sheet

1 and 2).  The first warning letter will explain about confidentiality of data

and emphasize that the survey data will not be used for tax collection purposes.

The punishment is imposed as follows:
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- For the establishments in Bangkok area, the IIC will make a record in the 01

form (attached sheet 3) to request imposition of the legal charges and the

testimony will then be recorded in 01 form.  These forms will be sent

further to DIW to call for the charges according to the Factory Act B.E.

2535 and then notify directly to the establishment.

- For the establishments in rural area, the IIC will ask the cooperation from

Provincial offices in preparing the testimony paper to be sent to DIW as for

the case of establishment in Bangkok.

Please be informed as above and consider about the IIC’s operating plan.  If

agreed, the IIC will go on with the operation.

(Mr. Cherdpong Siriwit)

Director General of OIE

To IIC Further action

December 21, 1998

(Mr. Padetpai Meekun-Iam) (Mr. Anusorn

Nuangpholmak)

Deputy Permanent Secretary Deputy Director General of OIE

Represents the Permanent Secretary Represents the Director General of

OIE
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Document 1.4.7  Official Letter to the Planning Division,

Office of Permanent Secretaries by Deputy Director General of OIE

Memo

Organization Industrial Information Center

Reference Number 1106/11 Date 7 January 1999

Subject Survey Plan and questionnaire collection

To Planning Division, Office of Permanent Secretaries

With reference to the Memo of IIC No. 1106/883 dated November 10, 1998,

regarding the report on the IIC’s operation; the Deputy Permanent Secretary (Mr.

Padetpai) representing the Permanent Secretary of MOI agreed to the operating plan of

the IIC, thus for all provincial offices to include the survey plan, as required in No. 4.2,

into their operation plans.  Office of Industrial Economics will further coordinate with

the provincial offices for the planning purposes.

OIE has now prepared the detailed survey plan and attached to this Memo.

Please acknowledge the above and inform to all 75 Provincial offices for further

action.

Mr. Anusorn Nuangpholmak

(Deputy Director of OIE)

Representing the Director of OIE



1 - 60

1.4.4 職員訓練

1.4.4.1 実査、審査、製表、分析、公表の担当者

実査は、業種別担当者が調査対象事業所に調査票を配布、回収・記録をする業務である。

審査は、回収した調査票に正しく記入されているか、過去のデータとの比較、事業所の記

入者への問い合わせを通じて確認する業務である。製表は、審査後のデータをコンピュー

ターシステムに入力して、所定の様式に打ち出す業務である。従来は各段階ごとに担当者

が異なったが、IIC は新しく開発したシステムによって、この 3 つの業務を業種別担当者

が行うことになる。分析は、公表用の指標が正しいかどうかを確認する業務であり、これ

も業種別担当ごとに行う。公表担当者は、月次レポートの印刷と配布、インターネット web

へのセッティングと外部からの問い合わせに応対する。これらの担当者がシステマティッ

クに動かないと、月次統計を定期的に公表していくことは出来ない。上記機能に関連する

職員は、基本的なコンピューター操作技術が必要である。

1.4.4.2 コンピューター専門家

IIC のコンピューター専門家には、既にシステムメンテナンス技術の移転の訓練を行っ

ているが、OA ツール開発のための上級 IT スキル、データベース管理上の上級テクニッ

ク等が不足している。情報処理技術者の資格のある新規採用者についても一定水準になる

まで訓練の必要がある。

1.4.4.3 提言

実査、審査、製表、分析、公表の業務スキルは OJT で学ぶのが最適である。それぞれ

のマニュアルを作成しているので、自分で学習することもできる。大事なことは仕事に速

く慣れることである。その上で担当業種の動向を色々な方法でよくフォローすることであ

る。統計の設計、母集団管理、サンプリング等を含め、NSO は各省の統計部局に訓練コ

ースを解放しているし、先進国や国際機関も理論、実務の研修をおこなっているので、積

極的に参加させるべきである。

コンピューターシステム専門家にもマニュアルを作成しているので、ある程度の技術が

あればそれでマスターできるはずである。民間の訓練コースも沢山あるので、それを活用

することもできるので、それに必要な予算を取っておくべきである。本プロジェクトのプ

ログラミングに携わった Open Soft Engineering 社も訓練コースを開設している。詳しくは、

Current Survey of Production の＜Computer System Part-1＞の Volume II「Operational Procedure

Manual」の II-1-30 頁(15)の Staff Training を参照して欲しい。
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1.4.5 IIC の機構改革

1.4.5.1 IIC のデータ処理能力

IIC は次の人員で生産統計の開発・管理を行なっている。

調査・審査・データインプット（IDSS）： 13 人。9 人が正規、4 人が臨時の職員で

ある（この他、13 人の臨時職員を雇用し

ていたが、2000 年 3 月で終った）。

指数開発・分析・公表（IIS）： 10 人の正規職員（このうち 3 人は世銀の

年次プロジェクトに専従）。

加えて、2 つの班にはそれぞれコンピューター班（CSS）からコンピューター専門家が

ついており、OIE の Division 2 は指数の分析を助言できる立場にある。IDSS は第 1 段階

の業務で手一杯であり、第 2 段階に拡大した分の回収票については、審査もできていない。

IIC では既に人手不足と業務のインバランスの問題が表面化している。

調査の拡大段階になり、業種数、調査項目数、調査対象事業所数が増えてくるとなると、

各職員の生産性の上昇以上に作業量が増え職員を増員する必要がでてくる（表 1.4.2）。

特に調査対象が 10 業種から中期的には 34 業種に、長期的には 63 業種になるので IDSS

は職員数を 13 人から 53 人に 4 倍に増強しなくてはならなくなる（職員の生産性を現在 1

人 0.7 業種を 0.8、1.2 へと高めると仮定している）。一方、IIS は 8 人に減少することに

なる（分析の将来の生産性を現在の 1 人 1 業種から中期的に 20 業種、長期的に 30 業種を

担当するとしている）。拡大調査の業務内容が決まる前までに、職員を増強しておく必要

がある（表 1.4.2）。

表 1.4.2  Expected Staffing Trend

(Unit: person)

Jan.2000 Medium term target Long term target

Number of Industries 10 34 63

IDSS
(productivity)

13
(0.7)

34
(1.0)

53
(1.2)

IIS
(productivity)

10
(1.0)

8*
(5.0)

7**
(10.0)

Note: * 3 (analysis) + 2 (dissemination) + 3 (annual survey)
** 2 (analysis) + 2 (dissemination) + 3 (annual survey)
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IIS の効率化は経験の積み重ねで実査よりも容易であり、IIS は IDSS に職員を移すこと

もできる。

回収した調査票の内容は審査され、新しいコンピューターシステムにインプットされる。

IDSS の業種担当職員は、事業所リストを管理し、調査票の回答を審査し、事業所への質

問を行ない、最終的にインプットする。IIS の職員は担当業種の分析を行い、公表に向け

てのデータの信頼性を確認して公表手続きに入る。IDSS と IIS の職員は担当業種のエキ

スパートでなくてはならない。業種別の動向を的確に掌握し、データの異常値の発見、拡

大や改正に備えた新商品についても研究していなくてはならない。

もし、職員配分、予算、専門知識を短期間で実現することが難しいということであれば、

業種、事業所を含む調査の拡張計画を見直すことが不可避となってくる。知識・経験を有

する職員の必要数、調査実施に必要な予算が確保出来ない状態で調査対象を拡大すること

は、統計の信頼性の確保を損なう結果となる。

1.4.5.2 OIE の関係課との協力

OIE には産業調査を行う部署が 3 つ－IIC、Division 1、Division 2－ある（図 1.4.2）。IIC

は統計作成と MOI の情報管理という 2 つの機能をもっている。Division 1 は商品別に基礎

産業の調査を担当している。Division 2 は商品別に輸出産業の調査を担当している。なお、

Division 1 や Division 2 は調査業務以外に、産業別政策策定の業務も行っている。Division 1

と Division 2 は IIC の分析活動を助けることができるし業種又は商品をモニターするため

に月次統計を活用することも可能である。IIC と他の 2 つの課との間には業務の重複があ

る。業務が重複する部分についてこれらの職員を合体して再配分すると、生産動態統計の

作成、公表、調査・分析の 3 つのルートによって産業モニタリングはより効果的になる。
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Chart 1.4.2  Current Structure of Survey Divisions

1.4.5.3 提言

機構改革を行うには、まず IIC の現在及び今後の業務の分析を徹底して行い、十分な内

部検討を行う必要がある。その場合、次の 2 点に十分留意しなくてはならない。

1)統計は継続性が必要である。知識・経験を蓄積した人材を適切なポストに配置するこ

と。

2)各職員の業務量に著しい偏りが出ないようにすること。

Administration (2)

Permanent (10)

Temporary (3)

Monthly (7)

Annually (3)

Monthly statistics (8)

Information management of MOI (8)

Administration (1)

Non-metal (0)

Chemical Product (1)

Iron & steel (moved to DMR) (0)

Administration

Agro-industries

Electric & electronic

Textile and others

Auto mobile and part

Source: MOI.  (   ) shows the number of staff.

IIC

(41)

Division 1

(2)

Division 2

(22)

IDDS (13)

CSS (16)

IIS (10)
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有効な機構づくりをするには MOI の他の組織と緊密な関係をつくり、IIC を再構築する

ことである。IIC は月次統計の母集団確認のため、自分でやるのではなく DIW に工場登

録リストを定期的に点検するよう要請する必要がある。IIC は経済分析の実施を OIE の

Division 2 に協力要請すべきである。IIC は調査を確実に実施し、その結果を迅速に公表

するという 2 つの業務に専念すべきである。公表前の統計分析は当然 IIC の責任であるが、

Division 2 に協力を求めることができる。IIC はこの協力関係で母集団管理や IIS の職員を

節約することができる。

IIC は 3 つの班（IDSS、IIS、CSS）を 2 つの大きな班（統計班とコンピューター班）に

すべきである。統計班は(1)月次統計の実査・審査・データプロセス・分析の日常的な仕

事と、(2)統計の設計、母集団管理のため 5 年に 1 度の集中的な仕事という 2 つの業務に

なる。公表担当業務は公表までの手続きがあるが、公表データの蓄積量の拡大に伴ってコ

ンピューター班に接近していく（図 1.4.3）。

Chart 1.4.3  IIC’s Reorganization Plan

上記の IICのReorganization planは職員の再配置と必要増員数を示しているにすぎない。

増員と再編成は業務の拡大・効率化の重要なアプローチであるが、これだけで十分な成果

が約束されるわけではない。OIE の本当の問題は職員各位の専門性とチームワークである。

IIC Administration 2 2

Design and Population Frame Section 0 * 1

Statistics Section 1 (food, leather and textiles) 13 (13) 16 (19)

Statistics Section 2 (wood, paper, rubber, chemical, metal & non-metal) 11 (11) 17 (20)

Statistics Section 3 (machinery, electric & electronic, vehicles, jewelry) 10 (10) 20 (24)

Analysis Section 3 2

Dissemination Section 2 2

Computer Section 1 (Monthly Survey) 8 8

Computer Section 2 (MOI as a whole) 8 8

Total

Note: The number shows that of staff.  (   ) shows the number of industries.  The staff for annual survey are not included.

: Asterisk mark (*) shows a staff who will work mainly at other section such as Statistics Section 1, Computer Section 1 etc.

57 86

Medium Term

Staff Allocation
for

Long Term

Staff Allocation
for
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どうやって各業務に対して職員を継続的にリクルートし、訓練するか、実査から公表まで

の業務の流れをどう円滑に行うかということが管理で求められる次の課題である。

（注） JICA 調査団の第 3 次現地調査期間中の 2000 年 6 月 16 日と 19 日に、OIE の機構改革

と人事異動が実施された。IIS は解散となり、7 人の職員が Division 1 と Division 2 に

異動した。IIS の残りの 2 人は IDSS に移り、1 人は残って政策計画課の 4 人と一緒

になって新設の Dissemination Section に移った。IIC の分析業務は他の 3 課、則ち、

総合指数は政策計画課、業種別指数は Division 1 と Division 2 にやってもらうことと

なった。IIC としては 3 人の純減となった。新しい IIC の組織は次のとおりである。

上述の図 1.4.3 と比較すると、IDSS は第 2 ステージでは 19 人の職員追加が必要であ

る。

Staff Allocation of New IIC

Administration 2
IDSS 15
DS 5
Computer Section (Monthly survey) 8
Computer Section (MOI as a whole) 8

Total 38
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